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がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について

がん検診については、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の２に基

づく健康増進事業として位置付けられ、引き続き市町村が実施することとされたとこ

ろである。

上記に伴い、今般、別添のとおり「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため

の指針」を定め、平成２０年４月１日から適用することとしたので、その趣旨を十分

に御理解の上、貴管内市町村（特別区を含む。）及び関係団体等に対し、周知徹底及

び適切な指導を行い、事業の円滑な実施に遺漏のないよう、特段の御配慮をお願いす

る。
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